
令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ　その７ 令和6年5月9日

旭川市福祉保険部指導監査課

※今後，厚生労働省からのＱ＆Ａ等が発出された場合は，当該Ｑ＆Ａ等に基づき事務処理を行っていただく必要があることを申し添えます。
No サービス種別 報酬・基準 区　分 質問 回答

1 短期入所生活介護 報酬 口腔機能強化加算

　算定要件に、「（前略）その旨を文書等で取り決めてい
ること」とあるが、委託契約書において「委託業務　歯科
衛生士等に対する助言及び指導」と記載されていれば、当
該要件を満たすと考えてよいか。

　施設基準34の6イにおいて，「指定短期入所生活介護の従
業者が利用者の口腔の健康状態に係る評価を行うに当たっ
て，歯科診療報酬点数表の区分番号Ｃ000に掲げる歯科訪問
診療料の算定の実績があり歯科医療機関の歯科医師又は歯
科医師の指示を受けた歯科衛生士に相談できる体制を確保
し，その旨を文書等で取り決めていること。」とされてい
ることから，当該体制が確保されていることが確認できる
内容が記載されている必要があります。

2
認知症対応型共同生
活介護

報酬
高齢者施設等感染対
策向上加算

　高齢者施設等感染対策向上加算の算定に当たり，連携す
る医療機関の要件とされる「感染症対策にかかる一定の要
件を満たす医療機関等」はどのような要件が必要ですか。
　また，連携する医療期間と契約書又は覚書の作成が必要
になると思われますが，指定された様式はありますか。
　指定の様式がない場合，必ず乗せなければならない項目
等はありますか。

　高齢者施設等感染対策向上加算の算定要件については，
施設基準第58の7及び留意事項通知6　(22)及び(23)に具体
的に記載があります。
　また，「令和6年度介護報酬改定乃関するＱ＆Ａ
（Vol.1）（令和6年3月15日）」問123から問133も御確認く
ださい。
　医療機関との契約等については，所定の様式はありませ
んが，当該加算の算定要件である体制が確保される内容と
してください。

3 介護老人福祉施設 報酬
退所時栄養情報連携
加算

　退所時栄養情報連携加算について，改正後の報酬告示
（令和６年厚生労働省告示第86号）には「イ及びロの注８
又は栄養マネジメント強化加算を算定している場合は算定
しない」との一文がありますが，留意事項通知（施設系）
には上記「イ及びロの注８又は栄養マネジメント強化加算
～」の一文がありません。
　前者のとおり算定できないという考えでよろしいでしょ
うか。

　お見込みのとおり。


